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 JR 西日本が乗務でミスをした際に課す日勤教育で、精神的な苦痛を受けたとして、JR 総

連の仲間であるJR西日本で働くＪＲ西労の運転士や車掌ら258名が原告となって闘ってい

た日勤教育裁判に対し、２０１１年７月 27 日、大阪地裁は 61 名の組合員（原告）の訴え

を認め、総額 620 万円の損害賠償を命ずる判決を言い渡しました。 

 

この裁判は、ＪＲ西労が 2006 年４月 27 日に提訴し、オーバーランなどのミスを理由に

除草作業やトイレ掃除、レポート作成を課す日勤教育は人格権の侵害であり、安全配慮義務

に違反することから、ＪＲ西日本に慰謝料を請求し５年余りの歳月をかけ闘ってきた裁判で

す。 

判決理由では、日勤教育について「会社が裁量を逸脱、乱用して労働者の生命、健康、人

格的利益を侵害した場合は、損害について責任を負う」とし、各原告が被った不利益の内容

や程度を検討し 61 人に対する賠償責任を認定しました。裁判では日勤教育が、労働者の自

由、名誉、プライバシーなど人格的利益を侵害したと認めたのです。 

 

納得できる判決ではないため、原告である JR 西労の仲間は控訴しましたが、一定の到達

点と今後も仲間と共に「日勤教育」と「懲罰的な社員管理」の撤廃を目指していくことを確

認し、２０１２年９月６日に原告側に解決金として JR 西日本が計 800 万円を支払うことで

和解が成立しています。 
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